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  埼玉県では、地球温暖化対策として、温室効果ガスである二酸化炭素（ＣＯ２）

の排出量を効果的に削減するため、平成２３年度からエネルギー使用量の多い工場

や商業施設などを対象に目標設定型排出量取引制度を運用しています。 

  このたび、第１計画期間（平成２３～２６年度）における対象事業所（大規模事

業所）のＣＯ２排出量をとりまとめたところ、この４年間で２２％のＣＯ２排出量が

削減（基準排出量比）されました。 

 
１ 制度の概要  

  県が、計画期間ごとに目標削減率を定め、対象の大規模事業所に設備の省エネ化

や運用改善の実施などのＣＯ２排出削減対策に努めていただく制度です。 

  目標の達成方法として、自らの省エネ対策でＣＯ２排出量を削減するほか、排

出量取引により他の事業所の削減量等を取得して目標を達成することができます。 

※基準排出量 

 原則として、平成１４～１９年度のうち対象事業所が任意で選んだ連続する３年間のＣ

Ｏ２平均排出量を「基準排出量」とし、排出削減の基準とする。 

 （１）対象事業所（大規模事業所） 

    エネルギー使用量が原油換算で３年連続１,５００キロリットル以上の事業所 

 （２）計画期間と目標削減率 

      計画期間 
区分 

第１計画期間 
（平成２３～２６年度） 

第２計画期間 
（平成２７～３１年度） 

工場等 ６％ １３％ 

業務ビル等 ８％ １５％ 
 
 （３）排出量取引 

 他の事業所の排出削減量等を排出量取引により取得し、自らの削減量として

目標達成に利用できる。 

 （４）東京都との連携 

    埼玉県と共に排出量取引制度を導入している東京都と協定を締結し、両都県

における相互のクレジット取引を可能としている。 
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２ 大規模事業所からのＣＯ２排出量は２２％削減 

  第１計画期間の４年間において、県は対象の６０８の大規模事業所に、基準排出

量に対して工場等で６％、業務ビル等で８％のＣＯ２目標削減率を設定しましたが、

大規模事業所全体では大幅に上回る２２％（７８０万トン）の削減となりました。 

   表１ 第１計画期間における大規模事業所のＣＯ２排出量等の状況 

区分 事業所数 基準排出量 実績排出量 削減量 
基準排出量に 

対する削減率 

工場等 ４２８ ３,０４１万トン ２,３７３万トン ６６８万トン ２２％ 

業務ビル等 １８０ ５１４万トン ４０２万トン １１２万トン ２２％ 

合計 ６０８ ３,５５５万トン ２,７７５万トン ７８０万トン ２２％ 

 
３ 目標削減率以上にＣＯ２排出量を削減した大規模事業所の状況  

  第１計画期間では、全体の８８％にあたる５３３事業所が自らの省エネ対策によ

り目標削減率以上にＣＯ２排出量を削減しました。 

  また、６６事業所が排出量取引を活用して削減目標を達成しました。 

 表２ 第１計画期間の削減目標を達成した事業所の状況 

区分 対象事業所数 
削減目標を達成した事業所数 

自らの削減で達成 排出量取引を活用 合 計 

工場等 ４２８ ３７１ ５０ ４２１ 

業務ビル等 １８０ １６２ １６ １７８ 

合 計 ６０８ ５３３ ６６ ５９９ 

 

４ 排出量取引の状況  

  第１削減計画期間で行われた６６事業所の排出量取引のうち、２４事業所が仲介

事業者(注１) から、２３事業所が同一事業者の大規模事業所から、１６事業所が他事

業者の大規模事業所から排出削減量を取得したものでした。 

  また、３事業所が森林吸収や再生エネルギー事業によるＣＯ２削減分を価値化し

たもの（オフセットクレジット(注２)）を取得し、削減目標を達成しました。 

   表３ 排出量取引の実施状況 

 
注１ 仲介事業者 
 大規模事業者等からＣＯ２排出削減量  
 等（クレジット）を買入れ、他の大規 
 模事業者等に販売する事業者 
注２ オフセットクレジット 
  再生エネルギー事業や森林吸収事業に 
 よるＣＯ２削減量を価値化したもの。 
  大規模事業所は、排出削減量として  
 目標の達成に用いることができる。 

取引の相手方等 取引事業所数 

仲介事業者 ２４事業所 

同一事業者の大規模事業所 ２３事業所 

他事業者の大規模事業所 １６事業所 

オフセットクレジットの取得 ３事業所 

合計 ６６事業所 
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５ 大規模事業所のＣＯ２排出量削減に向けた県の取組 

（１）環境みらい資金融資 

   民間事業者が温室効果ガス排出量の削減対策等に必要な設備等資金について、

金融機関からの資金調達を低金利かつ長期固定の融資により支援します。 

  （例：中小企業の温室効果ガス排出量削減の場合、金利 0.30％、10年以内） 

（２）省エネ支援 

   省エネルギー専門員を事業所に派遣し、実際に設備の使用状況を調査して省

エネに関するアドバイスを行います。 

   また、省エネ対策や優良事例を紹介するセミナーを開催しています。 

（３）優良大規模事業所の認定  

   地球温暖化対策の推進の程度が優れた事業所として知事が認定した事業所に

ついて目標削減率を緩和する制度です。 

   目標削減率は、対策が極めて優れている事業所(トップレベル事業所)は二分

の一、特に優れている事業所(準トップレベル事業所)は四分の三に緩和します。 

   この認定の取得を進めていくことで、優れた地球温暖化対策を推進します。 

     ［認定事業所］ 

      トップレベル事業所…レンゴー株式会社 八潮工場（八潮市） 

      準トップレベル事業所…曙ブレーキ工業 Ai-City（本社）（羽生市） 

 

【参考】排出量取引の概念図 

 

集計結果の詳細は、別紙をご参照ください。 

 


